
第１条（ファームバンキングサービス）　　　
　１.サービスの形態
　　中銀ファームバンキングサービス（ちゅうぎんＢｉｚ－Ｄｉｒｅｃｔ）（以下「本サー
　　ビス」といいます）は、契約者ご本人（以下「依頼人」といいます）の占有管理するパ
　　ーソナルコンピュータ等の端末機（以下「使用端末機」といいます）よりインターネッ
　　トを経由して当行所定の画面から取引の依頼を行い、当行が提供する以下の取引（以下、
　　一括して「取引」といいます）を行うサービスをいいます。
　　依頼人は、本規定の内容を十分理解したうえで本サービスを利用するものとします。
　２.サービス内容
　　本サービスは、依頼人が占有管理する使用端末機によって、以下の取引を行う場合に利
　　用できるものとします。ただし、契約方式により一部お取扱いできない取引があります。
　　（1）オンライン取引サービス
　　　①あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座の取引に関する照会（以下「オンライ
　　　　 ン照会サービス」といいます）
　　　②資金振替・振込（以下「資金振替・振込サービス」といいます）
　　（2）データ伝送サービス
　　　①あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座の取引等に関する照会（以下「データ
　　　　 伝送照会サービス」といいます）
　　　②取引依頼データの送信（以下「データ伝送取引依頼サービス」といいます）
　　なお、本契約により依頼人が利用できる取引の種類は中銀ファームバンキングサービス
　　申込書（兼口座振替依頼書）（以下「申込書」といいます）記載の通りです。
　　（3）外国為替サービス
　　　①海外送金データの送信
　　　②輸入信用状新規発行データの送信
　　　③輸入信用状条件変更データの送信
　　（4）本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間、利用限度額、取引データ保存期間は、当行
　　　が別途定めるものとし、依頼人に通知することなく変更することができるものとします。
　　（5）本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョ
　　　ンは当行所定のものに限ります。インターネットに接続できる環境を有しない方は利
　　　用できません。
　　（6）本サービスは日本国内の個人および法人の日本国内における取引のみ利用できます。
　３.本人確認
　　本サービスのご利用についての本人確認は次の方法により行うものとします。
　　（1）IDには管理者用の「契約法人ID」と、契約法人ID以外の「利用者ID」とがあ
　　　ります。（以下総称して「ＩＤ」といいます）
　　　契約法人ＩＤは、依頼人が管理する利用者ＩＤについて、利用者、利用可能取引、利
　　　用限度額等の設定、変更、解除および利用の停止をすること（以下「管理者業務」と
　　　いいます）を行うものとします。
　　（2）依頼人は、本サービスを申込する際に当行に対し、「契約法人暗証番号」「契約法人確
　　　認暗証番号」（以下、一括して「管理者パスワード」といいます）を当行所定の方法
　　　により届出るものとします。
　　（3）当行は契約法人ID、ワンタイムパスワード等を記載した「ちゅうぎんBiz-Di
　　　ｒｅｃｔ利用者カード」（以下「利用者カード」といいます）を発行し依頼人に貸与するものとし、
　　　当行に届出の住所あて郵送します。依頼人は利用者カード受取後、受取書を当行
　　　の指定する先あて返送してください。当行は、依頼人からの受取書を当行所定の方法
　　　で確認後、依頼人に対する本サービスの提供を開始します。依頼人からの受取書が
　　　一定期間内に届かなかった場合、契約はなかったものとして処理をいたします。この場合、
　　　申込書は返却いたしません。
　　（4）依頼人は、初めて本サービスを利用する際に、使用端末機の操作により当行所定の方
　　　法で管理者パスワードの変更を行うものとします。この変更手続きによって当行に届
　　　けられたパスワードを本サービスの正式な管理者パスワードとします。
　　（5）依頼人は使用端末機の操作により契約法人ID、管理者パスワード、ワンタイムパス
　　　ワードの入力等当行所定の方法で本サービスの利用者および、利用者暗証番号、利用
　　　者確認暗証番号（以下、一括して「利用者パスワード」といいます）、利用可能取引、
　　　利用限度額等の利用者ＩＤ登録を行うものとします。なお、利用者ＩＤは当行所定の
　　　ＩＤ数を登録することができます。
　　（6）利用者は、初めて本サービスを利用する際に、使用端末機の操作により当行所定の方
　　　法で利用者パスワードの変更を行うものとします。この変更手続きによって当行に届
　　　けられたパスワードを本サービスの正式な利用者パスワードとします。
　　（7）管理者パスワードおよび利用者パスワード（以下「パスワード」といいます）の変更
　　　は使用端末機により随時行うことができます。
　　　この場合、依頼人は変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行は受信した変
　　　更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には
　　　依頼人本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
　　　なお、安全性を高めるため、依頼人にて定期的に変更してください。他人に知られた
　　　ような場合はすみやかに変更してください。
　　（8）依頼人がデータ伝送サービスを利用する場合は、ID、パスワードとは別に当行に対
　　　し、取引時に依頼人本人であることを確認するための「全銀パスワード」、「センター
　　　確認コード」、「ファイルアクセスキー」（以下、一括して「暗証番号」といいます）
　　　を当行所定の方法により届出るものとします。
　　　なお、使用する暗証番号は依頼人が利用する取引の種類により異なります。
　　（9）本サービスのログオン方式は、以下のいずれか一方を選択し、当行所定の方法により
　　　届出るものとします。
　　　①ＩＤ／パスワード方式
　　　　ＩＤおよびパスワードにより依頼人本人であることを確認する方式
　　　②電子証明書方式
　　　　電子証明書およびパスワードにより依頼人本人であることを確認する方式
　　（10）電子証明書を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、
　　　依頼人の使用端末機にインストールするものとします。ＩＤは電子証明書の取得、イ
　　　ンストール時のみに使用します。
　　　①電子証明書は当行所定の期間（以下「有効期限」といいます）に限り有効です。依
　　　　頼人は、有効期限が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行って

　　　　 ください。
　　　②電子証明書をインストールした使用端末機を変更する場合は、当行所定の方法により
　　　　 電子証明書の再発行の手続きを行ってください。また、電子証明書をインストールし
　　　　 た使用端末機を譲渡、廃棄する場合は、当行所定の方法により電子証明書の削除を行
　　　　 ってください。依頼人がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他
　　　　 事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
　　　③本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
　　（11）当行は、本サービス利用の都度、使用端末機から送信されたIDまたは電子証明書お
　　　よびパスワード、ワンタイムパスワードとあらかじめ当行に登録されたＩＤまたは電子証明書
　　　およびパスワード、ワンタイムパスワードの一致を確認することにより本人確認を行
　　　います。データ伝送サービス利用の場合は、ＩＤ、パスワードとの一致の確認とともに、使用
　　　端末機から送信された暗証番号とあらかじめ当行に登録された暗証番号の一致を確認
　　　します。
　　（12）本項各号により本人確認をして取引を実施したうえは、ID、電子証明書、パスワー
　　　ド、暗証番号、ワンタイムパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、その
　　　ために生じた損害については当行は責任を負わないものとします。
　　　したがって、パスワード、暗証番号、利用者カードは、他人に知られたり紛失・盗難
　　　に遭わないよう、依頼人自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がパス
　　　ワード、暗証番号、ワンタイムパスワードの内容を尋ねることはありません。
　　（13）利用者カードを紛失、または汚損・破損で利用できなくなった場合、管理者パスワードを
　　　失念した場合には、ただちに当行所定の書面により取引店まで届出てください。当行
　　　はパスワード等の照会に対して回答はいたしません。
　　（14）利用者パスワードを失念した場合は、依頼人にて使用端末機の操作により当行所定の
　　　方法で利用者の解除および再設定を行うものとします。
　　（15）当行に届出のパスワードと送信されたパスワードが当行所定の回数以上連続して相違
　　　した場合、本サービスの利用を中止します。
　　　本サービスが利用中止となった場合は、ただちに当行所定の書面により取引店に届出
　　　してください。当行はその書面により所定の手続きを行い利用を再開致します。なお、
　　　所定の手続期間中はサービスをご利用いただけません。
　　　利用者ＩＤが利用中止となった場合に限り、契約法人ＩＤでの操作により、利用中止
　　　の解除を行うことができます。
第２条（取引照会サービスの取扱い）
　１.オンライン照会サービス、およびデータ伝送照会サービス（以下、一括して「取引照会
　　サービス」といいます）は、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、
　　あらかじめ依頼人が指定した当行国内本支店の預金口座（以下「照会口座」といいます）
　　の取引履歴、残高等を照会するときに利用できるものとします。
　２.取引照会サービスを利用する場合には、当行所定の画面から、当行所定の方法および操
　　作手順にしたがって、利用者ＩＤ、利用者暗証番号、照会口座その他所定の事項を使用
　　端末機によって入力してください。
　３.オンライン照会サービスは、当行で受信したＩＤ、利用者暗証番号および照会口座番号
　　が、届出のＩＤ、利用者暗証番号および口座番号と一致した場合、またデータ伝送照会
　　サービスではＩＤ、利用者暗証番号、センター確認コード、全銀パスワード、ファイル
　　アクセスキーが、届出のＩＤ、利用者暗証番号、センター確認コード、全銀パスワード、
　　ファイルアクセスキーと一致した場合にのみ、当行は送信者を依頼人とみなし、通知、
　　応答するものとします。
　４.振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、すで
　　にお知らせした内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正ま
　　たは取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
　５.取引照会サービスの取引履歴は、当行所定の期間内照会することができます。
第３条（資金振替・振込サービスの取扱い）
　１.資金振替・振込サービスは依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、あら
　　かじめ依頼人が指定した依頼人名義の当行国内本支店の預金口座（以下「支払指定口座」
　　といいます）からご指定金額（以下「振替・振込金額」といいます）を引落しのうえ、
　　依頼人が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座（以下「入金指定口
　　座」といいます）あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う場合に利用するこ
　　とができるものとします。
　２.振込通知を発信、または振替の処理を行う日（以下「振替・振込日」といいます）は、
　　依頼日当日が銀行営業日であり、かつ当行所定の時限内に取引依頼が確定し振替・振込取
　　引が成立した場合は依頼日当日とします。前記以外の場合、振替・振込日は依頼日の翌
　　銀行営業日とし、振替・振込予約といいます。なお、振替・振込金額は支払指定口座か
　　ら依頼日当日に引落します。
　３.入金指定口座の指定は、あらかじめ依頼人が当行に届出る方式（以下「事前登録方式」
　　といいます）、および依頼人が依頼の都度使用端末機により指定する方式（以下「都度
　　指定方式」といいます）により取扱います。ただし、都度指定方式の利用の有無は、あ
　　らかじめ依頼人が当行へ届出るものとします。
　４.入金指定口座への入金は次の各号の区分により取扱います。
　　（1）支払指定口座として届出口座は、入金指定口座の届出がなくても自動的に入金指定口
　　　座として登録します（以下「振替入金指定口座」といいます）。支払指定口座から振
　　　替入金指定口座への入金は、「振替」として取扱います。
　　（2）支払指定口座から入金指定口座への入金は、「振込」として取扱います。
　５.資金振替・振込サービスによる１日あたりの振替・振込金額の限度額は、当行所定の金
　　額の範囲内とし、別途依頼人が使用端末機により１日あたりの利用限度額および利用者
　　ＩＤ毎の利用限度額を設定できるものとします。
　６.資金振替・振込サービスによる振替・振込取引を依頼する場合には、あらかじめ当行所
　　定の画面より、当行所定の方法および操作手順にしたがってＩＤ、利用者暗証番号、支払指
　　定口座、振替・振込金額、入金指定口座その他所定の事項を使用端末機によって入力し
　　てください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
　７.当行で受信したＩＤ、利用者暗証番号が届出のＩＤ、利用者暗証番号と一致を確認した
　　場合は、当行は送信者を依頼人とみなし、依頼内容を返信しますので、これを確認のう
　　え、利用者確認暗証番号を使用端末機によって入力してください。
　８.依頼内容は、前項により当行が受信したＩＤおよび利用者パスワードと届出のＩＤおよ
　　び利用者パスワードとの一致を確認するとともに、利用者確認暗証番号を受信した時点

　　で確定するものとします。
　　なお、利用者確認暗証番号を送信された後に回線等の障害により取扱が中断されたと判
　　断される場合は、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
　9.（1）手数料引落区分で「後払」をご契約の場合
　　　振替・振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が、支払指定口座から振替・振
　　　込金額を引落したときに成立するものとします。
　　（2）手数料引落区分で「都度」をご契約の場合
　　　振替・振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が、支払指定口座から振替・振
　　　込金額と、当該振替・振込により発生する振替・振込手数料金額（消費税相当額を含
　　　みます。以下「振込手数料」といいます）とを引落したときに成立するものとします。
　10.前項により振替・振込契約が成立したときは、当行所定の振替・振込日に当行所定の方
　　法により入金指定口座へ振替または振込の手続きをいたします。
　11.支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定（総合口座取引規定、中銀キャッシュ
　　カード規定、ちゅうぎんカードローンミニ規定を含む）、当座勘定規定にかかわらず、
　　通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取
　　扱います。
　12.以下の各号に該当する場合、資金振替・振込サービスのお取扱いはできません。なお、
　　お取扱いできない場合は、依頼人への連絡は致しません。
　　（1）（手数料引落区分で「後払」をご契約の場合）
　　　振替・振込金額が支払指定口座の支払可能残高（当座貸越を利用できる範囲内の金額
　　　を含みます。以下同じ）を超えるとき。
　　　（手数料引落区分で「都度」をご契約の場合）
　　　振替・振込金額と、振込手数料金額の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
　　（2）支払指定口座が解約済のとき。
　　（3）依頼人から支払指定口座への支払停止あるいは入金指定口座への入金停止の届出があ
　　　り、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
　　（4）差押等やむを得ない事情があり当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
　　（5）振替取引において、振替入金指定口座が解約済みのとき。
　　（6）資金振替・振込サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。
　　（7）届出と異なるパスワードの送信を、当行所定の回数以上連続して行ったとき。
　13.入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、振込受
　　付時の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
　14.資金振替・振込サービスによる振替・振込取引の内容は、使用端末機により、当行所定
　　の期間、方法によって照会することができます。
　15.依頼内容の変更、組戻し
　　（1）振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引
　　　の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。
　　　ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定
　　　する組戻しの手続きにより取扱います。
　　　①訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書を記名押印のうえ提出してく
　　　　ださい。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
　　　②当行は、振込変更依頼書にしたがって、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
　　（2）振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の
　　　支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。
　　　①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書を記名押印のうえ提出して
　　　　ください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
　　　②当行は、振込組戻依頼書にしたがって、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
　　　③組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。現
　　　　金で返却を受けるときは、当行所定の払戻請求書に記名押印のうえ、提出してくだ
　　　　さい。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
　　（3）前2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、
　　　訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議し
　　　てください。
　　（4）振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはで
　　　きません。
第４条（データ伝送取引依頼サービスの取扱い）
　１.データ伝送取引依頼サービスの取扱いは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼
　　にもとづき、本契約により契約した取引依頼データを送信する場合に利用できるものとし
　　ます。
　２.データ伝送取引依頼サービスにより取引を依頼する場合は、当行所定の画面より、当行
　　所定の方法および操作手順にしたがって取引依頼データを全国銀行協会で定められた
　　データフォーマット（以下「全銀フォーマット」といいます）で送信し、併せて別途当行
　　が指定した「データ伝送通知書」または当行が認めた依頼人作成の「データ伝送通知書」
　　に代わる用紙（以下「通知書」といいます）にて伝送内容（取引種別、合計件数、合計
　　金額その他所定の事項）を、当行が指定したファクシミリ番号あてにファクシミリ送信
　　するものとします。
　　ただし、総合振込・給与振込・賞与振込に関しては、通知書のファクシミリ送信は
　　不要とします。
　３.当行で受信したＩＤ、利用者パスワード、全銀パスワード、センター確認コード、ファ
　　イルアクセスキーおよび委託者コードが、届出のＩＤ、利用者パスワード、暗証番号お
　　よび委託者コードと一致した場合、当行は送信者を依頼人とみなし、受付するものとし
　　ます。
　４.当行は受信したデータの委託者コード、取引種別、指定日、合計件数、合計金額と当行
　　がファクシミリにより受信した「通知書」に記載されている委託者コード、取引種別、
　　指定日、合計件数、合計金額との一致を確認した時点で、依頼内容を確定するものとし
　　ます。
　　ただし、総合振込・給与振込・賞与振込に関しては、当行が受信したデータの内容により、
　　依頼内容を確定するものとします。
　５.当行が依頼された取引を取扱う場合は、あらかじめ依頼人が指定した方法により振込等
　　の資金および振込にかかる振込手数料等を受入れのうえ、依頼された取引の取扱いを行
　　うものとします。なお、取扱いを行う場合の運用基準等細目については、別に依頼人と
　　締結する各種協定書等によるものとします。
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　６.以下の各号に該当する場合、データ伝送取引依頼サービスのお取扱いはできません。な
　　お、お取扱いできない場合は、依頼人への連絡は致しません。
　　（1）依頼人が、当行所定の送信データの受付期限内にデータの送信を完了しなかった為、
　　　 当行がデータの受信の完了を確認できなかったとき。
　　（2）依頼人が全銀フォーマット以外のデータフォーマットでデータを送信してきたとき。
　　（3）「通知書」または送信データ、のうちどれか一方でも当行が受信を確認できなかった
　　　とき。
　　　ただし、総合振込・給与振込・賞与振込に関しては、「通知書」は不要とします。　
　　（4）当行が受信したデータの委託者コード、取引種別、指定日、合計件数、合計金額と
　　　「通知書」に記載されている委託者コード、取引種別、指定日、合計件数、合計金額
　　　のいずれか一つでも不一致のとき。
　　　ただし、総合振込・給与振込・賞与振込に関しては、この限りではありません。
　　（5）1回当たりの送信データの件数が、当行所定の件数を超えているとき。
　　（6）送信データに瑕疵があるとき。
　７.総合振込・給与振込等の変更、組戻し
　　データ伝送取引依頼サービスにおいて依頼内容の確定後にその依頼内容を変更、または
　　取りやめる場合には、第３条１５項に準じます。
第５条（ＡＰＩ連携機能の取扱い）
　１.  ＡＰＩ連携機能は、第２項に定める外部事業者の提供するサービスを利用する場合に、
　　当行が依頼人の同意を得たうえで、依頼人または外部事業者の依頼にもとづいて、第３項
　　に定める口座情報を外部事業者に提供するものとします。
　２．外部事業者とは、ＷＥＢサービス等を運営する事業者のうち、当行が、依頼人の口座
　　情報を提供することについて許諾している事業者をいい、当行ホームページで公表する
　　ものとします。また、依頼人が外部事業者のサービスを利用する場合は、依頼人自身が
　　外部事業者にサービス利用の申込みを行うものとします。
　３．ＡＰＩ連携機能において、当行は第１条２項のオンライン照会サービスの画面に表示
　　される情報を外部事業者へ提供するものとします。
　４．当行が定める一定の期間内に、外部事業者より依頼人の口座情報の提供要請が無かっ
　　た場合、当該外部事業者に対するＡＰＩ連携機能を停止します。また依頼人がＡＰＩ連
　　携機能の再開を希望する場合は、再度申込みを行うものとします。
　５．ＡＰＩ連携機能の停止を希望される場合、依頼人自身が外部事業者に対し、外部事業
　　者の定める所定の手続きを行うものとします。
　６．当行は、ＡＰＩ連携機能によって外部事業者に提供した依頼人の情報や、外部事業者
　　の行為、その他外部サービスに関する事項について、一切の責任を負いません。また外
　　部事業者のサービスの利用またはこれに付随して依頼人または第三者に生じた損害につ
　　いては、依頼人と外部事業者との間で解決されるものとします。
第６条（手数料等）
　１. 手数料
　　（1）本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料（消費税相当額を含みます。以下
　　　同じ）を当行所定の方法により支払っていただきます。なお、手数料は諸般の情勢に
　　　より変更することがあります。
　　（2）手数料は、毎月（契約料は契約時のみ）当行所定の日に、通帳および払戻請求書、ま
　　　たは当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した申込書記載の手数料引落口
　　　座から自動的に引落します。
　２.振込手数料
　　（1）本サービスにより振替・振込を行う場合は、前項の手数料とは別に、当行所定の振込
　　　手数料を支払っていただきます。
　　（2）振込手数料は、振替・振込の都度、「支払指定口座」（資金振替・振込サービスの場合）
　　　あるいは「総合振込、給与振込等振込資金の決済口座」（データ伝送取引依頼サービス
　　　の場合）から、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしで引落します。
　　　なお、振込手数料支払方法について別途契約がある場合は、この限りではありません。
　　（3）第3条15項および第4条7項により、「組戻し」の取扱いをした場合、当行所定の
　　　組戻し手数料（消費税相当額を含みます。以下同じ）を支払っていただきます。支払
　　　方法については前項を準用します。
　３.海外送金手数料
　　（1）本サービスにより海外送金を取組む場合は、第1項の手数料とは別に、依頼人より海
　　　外送金手数料・電信料等の所定の手数料をいただきます。
　　（2）海外送金手数料は、送金依頼の都度または当行所定の日に、通帳および払戻請求書ま
　　　たは当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した口座から引落します。
　　（3）海外送金の組戻し等を行った場合は、依頼の都度、依頼人より組戻手数料、電信料等
　　　の所定の手数料をいただきます。
　４.輸入信用状発行・条件変更手数料
　　（1）本サービスにより輸入信用状発行または条件変更を取組む場合は、第1項の手数料と
　　　は別に、依頼人より輸入信用状発行手数料、輸入信用状条件変更手数料、電信料等の
　　　所定の手数料をいただきます。
　　（2）発行手数料または条件変更手数料は、取引依頼の都度または当行所定の日に、通帳お
　　　よび払戻請求書または当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した口座から
　　　引落します。
第７条（利用者カードの紛失・盗難等）
　１.利用者カードの紛失または盗難があった場合および管理者パスワードを失念した場合は、
　　直ちに当行所定の書面により取引店へ届出てください。当行はこの届出を受付けたときは、
　　本サービスの取扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、当行は
　　責任を負いません。
　２.本サービスの利用を再開する場合は、依頼人が当行所定の書面を提出するものとし、当行は、
　　所定の手続きを行います。なお、所定の手続期間中はサービスをご利用いただけません。
第８条（取引内容の確認）
　１.本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または別途送付する利
　　用明細書、当座勘定明細表により取引内容を照合するか、使用端末機により照会を行い
　　取引内容の確認を行うものとします。
　　当行は、本サービスによる取引を受付けた場合、管理者ならびに利用者が登録・指定した
　　Ｅメールアドレス宛てに当該取引の結果を通知します。ただし、当行ではＥメール
　　による取引結果通知の到着を保証するものではありません。

　　万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちに依頼人がその旨をお取引店に連絡する
　　ものとします。
　２.依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する機械記録
　　の内容を正当なものとして処理させていただきます。
第９条（届出事項の変更等）
　１.暗証番号、指定口座、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に
　　変更がある場合には、直ちに当行所定の書面によりお取引店にお届け下さい。但し、パ
　　スワード、利用者登録等当行所定の事項の変更については、依頼人の使用端末機による
　　依頼にもとづきその届出を受付けます。
　２.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
　３.第１項による届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等
　　が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第１０条（免責事項）
　１.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通に
　　より、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行
　　は責任を負いません。
　２.当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、
　　通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延
　　したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
　３.管理者業務の際送信された契約法人ＩＤ、管理者パスワード、ワンタイムパスワードと
　　届出の契約法人ＩＤ、管理者パスワード、および当行で登録しているワンタイムパスワ
　　ードとの一致、オンライン取引サービスによる照会および振替または振込依頼の際送信
　　されたＩＤ、利用者パスワードと届出のＩＤ、利用者パスワードとの一致、データ伝送
　　サービスによる照会および取引依頼の際送信されたＩＤ、利用者パスワード、全銀パス
　　ワード、センター確認コード、ファイルアクセスキーと届出のＩＤ、利用者パスワード、
　　暗証番号との一致を確認して取扱いましたうえは、ＩＤ、パスワード、暗証番号、利用
　　者カードにつき不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行
　　は責任を負いませんので、ＩＤ、パスワード、暗証番号、利用者カード等の情報は、依頼
　　人が厳格に管理するものとします。
　４.データ伝送取引依頼サービスにおいて、「通知書」または送信データのうちどちらか一
　　方でも当行が受信を確認できない場合、または、当行が受信したデータの委託者コード、
　　取引種別、指定日、合計件数、合計金額と、当行が受信した「通知書」に記載されてい
　　る委託者コード、取引種別、指定日、合計件数、合計金額のいずれか一つでも不一致の
　　場合、当行は取扱いを致しません。このために取扱遅延、取扱不能等が発生しても、そ
　　のために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
　　ただし、総合振込・給与振込・賞与振込に関しては、「通知書」は不要とします。
　５.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき、または当行
　　以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害については、
　　当行は責任を負いません。
　６.インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより依頼
　　人のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責
　　任を負いません。
　７.当行がこの規定により取扱ったにも拘らず、依頼人がこの規定により取扱わなかったた
　　めに生じた損害については、当行は責任を負いません。
　８.当行は依頼人に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生し
　　ないことを保証するものではありません。
　９.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、
　　依頼人が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負
　　うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとし
　　ます。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他依頼人に生じる一
　　切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
　10.当行は、当行からの通知・ご案内等を、当行ホームページへの掲示、本サービス上での
　　お知らせ、管理者ならびに利用者が登録・指定したEメールアドレスに対する電子メール
　　の送付等により行いますので、依頼人においてこれらの通知・ご案内等をご確認いただく
　　ものとします。
第１１条（解約等）
　１.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対
　　する解約の通知は書面によるものとします。その際には、契約者ご本人に貸与している
　　「利用者カード」を当行へ返却してください。
　２.本サービスの利用が１年以上発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、本
　　契約を解約することがあります。
　３.照会口座、資金振替・振込サービスの支払指定口座、データ伝送取引依頼サービスの資
　　金の決済口座が解約されたときは、その口座に関する本契約は、失効します。
　４.依頼人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当
　　行はいつでも本契約を失効させることができるものとします。
　　（1）破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
　　（2）手形交換所（これに準ずる施設を含む）の取引停止処分を受けたとき。
　　（3）本項第1号および第2号の他、依頼人が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申
　　　立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められ
　　　る事実が発生したとき。
　　（4）依頼人の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、
　　　通知が発送されたとき。
　　（5）相続の開始があったとき。
　　（6）行方不明となり、当行から依頼人に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
　　（7）依頼人が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
　　（8）依頼人が当行とのこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が
　　　生じたとき。
　　（9）「利用者カード」が郵便不着等で返却された場合。
　　（10）依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準
　　　構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、
　　　その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当し、または次の

　　　いずれかに該当することが判明した場合
　　　①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
　　　②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
　　　③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を
　　　　もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
　　　④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認
　　　　 められる関係を有すること
　　　⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を
　　　　 有すること
　　（11）依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
　　　①暴力的な要求行為
　　　②法的な責任を超えた不当な要求行為
　　　③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
　　　④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務
　　　　を妨害する行為
　　　⑤その他①から④に準ずる行為
　５.この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込・振替等の処理が完了し
　　ていない取引の依頼については当行はその処理をする義務を負いません。
第１２条（関係規定の適用・準用）
　１.この規定に定めのない事項については、普通預金規定（総合口座取引規定を含む）、
　　納税準備預金規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、ちゅうぎんカードローンミニ規
　　定、または海外送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例、関係法令に
　　より取扱います。
　２.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、この規定に定めのない事項については、
　　振込規定を準用します。
第１３条（契約期間）
　　この契約の当初契約期間は契約日から起算して１年間とし、契約期間満了日までに依頼
　　人または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から１年間
　　同一条件で継続されるものとします。継続後も同様とします。
第１４条（合意管轄）
　　本契約に関する争訟については、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管
　　轄裁判所とします。
第１５条（秘密保持）
　　本契約の有効期間中および終了後においても、本契約により知り得た当行の業務上の秘
　　密やデータを第三者に漏洩することを禁止します。
第１６条（規定の変更）
　　この規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとし
　　ます。その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとします。
第１７条（譲渡・質入れ等の禁止）
　　当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡、質入れならびに「利用者カード」
　　を依頼人の権限者以外の第三者への貸与等はできません。
第１8条（外国為替サービスの取扱い）
　１.海外送金サービス
　　（1）概要
　　　①海外送金サービスは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、海外
　　　　 送金にかかる依頼データ（以下｢海外送金依頼データ｣といいます）を当行に送信す
　　　　 る場合に利用することができるものとします。
　　　②当行は、受信した海外送金依頼データにもとづき、依頼人があらかじめ指定した口座
　　　　 から送金資金を引落しのうえ、海外送金を行います。
　　　③海外送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金に限ります。
　　　④依頼人は送金指定日を所定の範囲内で指定するものとします。
　　（2）外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必
　　　要な場合は、定められた日までに当局または当行に提出するものとします。また、当
　　　行が売買契約書、輸入許可書または船荷証券等の資料の提示が必要と認めた場合は定
　　　められた日までに当行に提示するものとします。
　　（3）「内国税の適性な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法
　　　律」における告知書の提出については、依頼人より送信されたデータを当行にてプリ
　　　ントアウトしたものをもって告知書とします。
　　（4）次の各号に該当する場合、海外送金サービスによる海外送金のお取扱いはできません。
　　　なお、お取扱いできない場合は、依頼人への連絡は致しません。
　　　①当行所定の時刻に送金資金と送金手数料の合計金額が、依頼人があらかじめ指定
　　　　 した海外送金代り金決済口座および取引手数料決済口座の支払可能残高を超える
　　　　 とき。
　　　②海外送金代り金決済口座または取引手数料決済口座が解約済のとき。
　　　③依頼人から海外送金代り金決済口座または取引手数料決済口座の支払停止の届出が
　　　　 あり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
　　　④差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
　　　⑤海外送金サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。
　　　⑥外国為替関連法令に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
　　（5）海外送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
　　　①海外送金通貨と海外送金代り金決済口座の通貨が異なる場合には、送金取組日にお
　　　　 ける当行所定の為替相場を適用するものとします。
　　　②前号にかかわらず、依頼人があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合
　　　　 において、海外送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該
　　　　 予約相場を適用するものとします。
　　（6）海外送金サービスによる海外送金依頼データの内容は、使用端末機により、当行所定
　　　の期間・方法によって照会することができます。
　　（7）依頼内容の変更および組戻し
　　　①依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または組戻しは原則としてできないも
　　　　 のとします。
　　　②当行がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合は、当行は依頼



中銀ファームバンキングサービス利用規定（ちゅうぎんBiz̶Direct用）

　株式会社中国銀行（以下「当行」といいます）は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律
第57号）にもとづき、お客さまの個人情報（氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、勤務先、資産負
債の状況等）を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
　なお、お客さまの個人番号および特定個人情報（以下「特定個人情報等」といいます）については、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７
号）にもとづき、法令で認められた利用目的に限り利用いたします。
　銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等
の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提
供いたしません。

金融商品取引に関する法定書類作成事務のため
非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため
金地金等取引に関する法定書類作成事務のため
預貯金口座付番に関する事務のため
法令にもとづき作成する法定書類の作成事務等のため
その他上記「特定個人情報等の利用目的」に関連する事務のため

特定個人情報
等の利用目的

平成１７年３月策定
平成３０年１月１日改定

　　　　 人から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受入れたうえで、そ
　　　　 の手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は海外送金手数料相当額は返
　　　　 却しません。
　２.輸入信用状取引サービス
　　（1）輸入信用状取引サービスは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、
　　　輸入信用状の新規発行および条件変更にかかる依頼データを当行に送信する場合に利
　　　用することができるものとします。
　　（2）依頼人は信用状統一規則およびすでに差入れした信用状取引約定書等の諸約定にした
　　　がって、信用状発行等の申込みを行うものとします。
　　（3）外国為替関連法規により定められた承認書等の提示または報告書の提出が必要な場合
　　　は、信用状発行または条件変更の実行までに依頼人から当局または当行に当該書類を
　　　提出するものとします。また、当行が売買契約書、輸入許可書または船荷証券等の資
　　　料の提示が必要と認めた場合は、信用状発行または条件変更の実行までに当行に提示
　　　するものとします。
　　（4）次の各号に該当する場合、輸入信用状取引サービスによる輸入信用状のお取扱いはで
　　　きません。
　　　①当行が審査手続等独自の判断により、信用状発行等をしないと決定したとき。
　　　②発行または条件変更取組日に発行手数料または条件変更手数料が依頼人があらかじ
　　　　 め指定した口座の支払可能残高を超えるとき。
　　　③月間利用料決済口座または取引手数料決済口座が解約済のとき。
　　　④依頼人から取引手数料決済口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定
　　　　 の手続きを行ったとき。
　　　⑤輸入信用状取引サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。
　　　⑥外国為替関連法令等の規定、通知相手国の情勢等により、信用状発行等が不能また
　　　　 は困難と当行が判断するとき。
　　　⑦その他不可抗力等の理由により、手続きできない事態が発生したとき。
　　（5）輸入信用状取引サービスによる輸入信用状取引の内容は、使用端末機により、当行所
　　　定の期間・方法によって照会することができます。
　　（6）依頼内容の変更および取消
　　　①依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないもの
　　　　 とします。
　　　②当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、当行は依頼人
　　　　 から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受入れたうえで、その
　　　　 手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は発行手数料または条件変更手
　　　　 数料相当額は返却しません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　



　１．  （適用範囲）　　　
　　海外送金申込書兼告知書および海外向送金小切手申込書兼告知書（以下、「送金申込書
　　等」といいます。）による次の各号に定める海外送金取引については、この規定により
　　取扱います。
　 （1）海外向送金取引
　 （2）国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金
　　　取引
　 （3）外国為替法規上の（非）居住者と非居住者との間における国内にある当行の本支店ま
　　　たは他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引
　 （4）その他前各号に準ずる取引
　２．  （定義）
　　この規定における用語の定義は、次のとおりとします。
　 （1）海外向送金取引
　　　送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいう。
　　　①送金依頼人（お申込人）の指定する外国にある当行の支店または他の金融機関にあ
　　　　る受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀
　　　　行に対して発信すること
　　　②外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図
　　　　を、関係銀行に対して発信すること
　　　③外国にある当行の支店または他の金融機関を支払人として、送金依頼人が指定す
　　　　る者を受取人とする送金小切手を送金依頼人に対して交付すること
　 （2）支払指図
　　　送金依頼人の委託にもとづき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託
　　　するために関係銀行に対して発信する指示をいう。
　 （3）支払銀行
　　　受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う
　　　金融機関をいう。
　 （4）関係銀行
　　　支払銀行および送金のために以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をい
　　　う。
　　　①支払指図の仲介
　　　②銀行間における送金資金の決済
　３．  （送金の依頼）
　 （1）送金の依頼は、次により取扱います。
　　　①送金の依頼は、窓口営業時間内に受付けます。
　　　②送金の依頼にあたっては、当行所定の送金申込書等を使用し、送金種類、支払区分、
　　　　受取人口座のある銀行名、店舗名または住所、受取人名、受取人口座番号または受
　　　　取人住所、送金金額、送金依頼人名、お申込人名、お申込人の住所・電話番号、関
　　　　係銀行手数料の負担区分など当行所定の事項を正確に記入し、署名または記名のう
　　　　え、提出してください。
　　　③当行は前号により送金申込書等に記載された事項を依頼内容とします。
　 （2）送金の依頼を受付けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、
　　　次の手続きをしてください。
　　　①送金申込書等に送金目的その他所定の事項を記入してください。
　　　②所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替え
　　　　る場合等を除き、当行所定の送金申込書等に必要とされる事項を記入し提出してく
　　　　ださい。
　　　③所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替え
　　　　る場合等を除き、住民票の写し等所定の本人確認書類を提示してください。
　　　④許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提
　　　　出してください。
　 （3）送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手
　　　数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用（以下、
　　　「送金資金等」といいます。）を支払ってください。なお、直ちに資金化できない小切
　　　手その他の証券類による送金資金等の受入れはしません。
　４．  （送金委託契約の成立と解除等）
　 （1）送金委託契約は、当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領した時に成立するも
　　　のとします。
　 （2）前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して、海外向
　　　送金計算書または受取書等を交付し、送金小切手の場合には、併せて送金小切手を交
　　　付します。なお、この海外向送金計算書または受取書等は、解除あるいは組戻しの場
　　　合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。
　 （3）第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指
　　　図を発信する前または送金依頼人に対して送金小切手を交付する前に次の各号の事由
　　　の一にでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとし
　　　ます。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
　　　①取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき
　　　②戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのお
　　　　それがあるとき
　　　③送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき
　 （4）前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、
　　　当行所定の依頼書等に、当行との取引に使用している届出印鑑または届出の署名によ
　　　り記名押印または署名のうえ、第２項に規定する海外向送金計算書等とともに提出し

海外送金取引規定 　　　てください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
　 （5）依頼書等に使用された印影または署名を当行との取引に使用している届出印鑑または
　　　届出の署名と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金等を
　　　返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
　５．  （支払指図の発信等）
　 （1）当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送
　　　金の依頼内容にもとづいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信し、または送
　　　金小切手を送金依頼人に対して交付します。
　 （2）当行は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関
　　　係銀行所定の手続き、または海外送金に用いられる伝達手段における要件等に従って、
　　　次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。
　　　また、関係銀行からの求めに応じて、送金実行のために、情報を伝達する場合があり
　　　ます。なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに受取人に伝達されることがあ
　　　ります。
　　　①送金申込書等に記載された情報
　　　②送金依頼人の口座番号・住所、取引番号、その他送金依頼人を特定する情報
　　　③受取人の口座番号・住所、その他受取人を特定する情報
　 （3）支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行につ
　　　いても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
　 （4）次の各号のいずれかに該当するときには、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を
　　　利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。この場合、
　　　当行は送金依頼人に対してすみやかに通知します。
　　　①当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき
　　　②送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に
　　　　遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき
　 （5）前2項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
　６．  （手数料・諸費用）
　 （1）送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に
　　　関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、このほかに、関係銀行に
　　　係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
　 （2）照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所
　　　定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しま
　　　せん。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあり
　　　ます。
　　　①照会手数料
　　　②送金内容変更手数料
　　　③組戻手数料
　　　④電信料、郵便料
　　　⑤その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
　７．  （為替相場）
　 （1）送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用す
　　　る為替相場は、先物為替予約取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行
　　　時における所定の為替相場とします。
　 （2）第4条第4項、第9条第3項、第11条第1項第3号の規定による送金資金等または
　　　返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨に
　　　より返却する場合に適用する為替相場は、先物為替予約取引契約が締結されている場
　　　合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
　８．  （受取人に対する支払通貨）
　　送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人
　　に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。こ
　　の場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および
　　関係銀行所定の手続きに従うこととします。
　　　①支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
　　　②受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
　９．  （取引内容の照会等）
　 （1）送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取
　　　引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、
　　　当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。
　　　なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。
　 （2）当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行から照会があ
　　　った場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この
　　　場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に
　　　回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害
　　　については当行は責任を負いません。
　 （3）当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行による支払指
　　　図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人にすみ
　　　やかに通知します。
　　　この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却し
　　　ますので、第１１条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてく
　　　ださい。
　10．  （依頼内容の変更）
　 （1）送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において、
　　　次の変更の手続きにより取扱います。ただし、送金金額または支払銀行を変更する場
　　　合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
　　　①変更の依頼にあたっては、当行所定の送金内容変更依頼書に、当行との取引に使用
　　　　している届出印鑑または届出の署名により記名押印または署名のうえ、第４条第２

　　　　項に規定する海外向送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定
　　　　の本人確認資料または保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が送金依
　　　　頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。
　　　②当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段によ
　　　　り、送金内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変
　　　　更に必要な手続きをとります。
　 （2）前項の依頼内容の変更にあたっての送金内容変更依頼書の取扱いについては、第4条
　　　第５項の規定を準用します。また、前項第２号の取扱いによって生じた損害について
　　　は、当行は責任を負いません。
　 （3）本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁
　　　判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更がで
　　　きず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。
　11．  （組戻し）
　 （1）送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において、次
　　　の組戻しの手続きにより取扱います。
　　　①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の（送金・振込）組戻依頼書に、当行との取
　　　　引に使用している届出印鑑または届出の署名により記名押印または署名のうえ、第
　　　　４条第２項に規定する海外向送金計算書等とともに提出してください。この場合、
　　　　当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。なお、送金小切手
　　　　が送金依頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してくださ
　　　　い。
　　　②当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段
　　　　により、（送金・振込）組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、
　　　　遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
　　　③組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、（送
　　　　金・振込）組戻依頼書の指示に従いその返戻金を直ちに返却します。この場合、当
　　　　行所定の依頼書等に、当行との取引に使用している届出印鑑または届出の署名によ
　　　　り記名押印または署名のうえ、提出を求めることがあります。また、当行所定の本
　　　　人確認資料または保証人を求めることがあります。
　 （2）前項の組戻しの依頼にあたっての（送金・振込）組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の
　　　返却にあたっての依頼書等の取扱いについては、第４条第５項の規定を準用します。
　　　また、前項第２号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
　 （3）本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府また
　　　は裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
　12．  （通知・照会の連絡先）
　 （1）当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、送金申込書等に記
　　　載された住所・電話番号を連絡先とします。
　 （2）前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会をするこ
　　　とができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
　13．  （災害等による免責）
　　次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
　　　①災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的
　　　　機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
　　　②当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コン
　　　　ピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた
　　　　損害
　　　③関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きに従って取扱ったことによ
　　　　り生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生
　　　　じた損害
　　　④受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
　　　⑤送金依頼人から受取人へ特に通知を依頼された文言に関して生じた損害
　　　⑥送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
　　　⑦その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
　14．  （譲渡、質入れの禁止）
　　本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
　15．  （預金規定の適用）
　　送金依頼人が、送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金
　　の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。
　16．  （法令、規則等の遵守）
　　本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行
　　所定の手続きに従うこととします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上


